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編
集
後
記

　
　

こ
の
度
、編
集
長
を
拝
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
前
か
ら
編
集
委
員
を
務
め
て
は
い
た
も
の
の
、

そ
れ
以
外
に
編
集
の
経
験
は
な
い
。
他
に
適
任

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
と
い
う
思
い
も

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
占
領
開
拓
期
文
化
研
究

会
で
数
々
の
研
究
者
と
出
会
い
、
ま
た
本
誌
に

拙
論
を
発
表
さ
せ
て
も
ら
っ
た
恩
を
少
し
で
も

返
せ
る
機
会
と
感
じ
、
思
い
切
っ
て
引
き
受
け

る
こ
と
に
し
た
。

　
　

経
験
不
足
の
私
が
発
行
ま
で
漕
ぎ
着
け
ら
れ
た

の
は
、
周
囲
の
方
々
の
お
か
げ
で
あ
る
。
今
日

研
究
者
は
多
忙
を
極
め
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
論
考
を
投
稿
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、

他
の
編
集
委
員
の
方
々
に
も
た
い
へ
ん
お
世
話

に
な
っ
た
。
前
号
の
編
集
過
程
に
つ
い
て
多
く

の
相
談
を
し
て
し
ま
い
、
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ

た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
安
心
し
て
作
業
を
進
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

本
号
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
演
劇
に
関
す

る
特
集
を
企
画
で
き
て
よ
か
っ
た
。
人
文
学
に

お
い
て
演
劇
研
究
は
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

が
、二
〇
一
〇
年
頃
に
リ
ン
ダ
・
ハ
ッ
チ
オ
ン
『
ア

ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
』
が
翻
訳
さ
れ
た
あ
た

り
か
ら
、
演
劇
を
含
む
小
説
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
の

研
究
や
、
諸
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
た
研
究
が
ま

す
ま
す
増
え
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。
今
回
の

特
集
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
意
識
し
た
も
の

で
は
な
い
が
、
こ
の
度
の
特
集
を
組
ん
だ
こ
と

で
、
こ
れ
ま
で
本
誌
を
手
に
取
ら
な
か
っ
た
人
々

に
興
味
を
持
っ
て
貰
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　

自
由
論
文
や
書
評
・
エ
ッ
セ
イ
で
、
占
領
開
拓

期
文
化
研
究
会
や
会
員
が
関
わ
っ
た
読
書
会
の

成
果
を
活
字
化
で
き
た
こ
と
も
、
よ
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
研
究
会
や
読
書
会
に
参
加
し
た
方
々

は
も
ち
ろ
ん
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
方
々
も
こ
れ

で
議
論
に
触
れ
る
機
会
が
で
き
た
。
以
前
に
比

べ
研
究
会
に
集
い
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
お

り
、
自
分
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
状
況
な
の
だ
が
、

そ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
本
号
を
発
行
し

た
意
義
を
実
感
し
て
貰
え
る
と
あ
り
が
た
い
。

　
　

ハ
ッ
チ
オ
ン
に
言
及
し
た
が
、
ア
ダ
プ
テ
ー

シ
ョ
ン
以
外
に
も
、
環
境
批
評
や
デ
ジ
タ
ル

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
な
ど
、
人
文
学
研
究
の

理
論
は
新
し
い
も
の
が
次
々
と
出
て
き
て
い
る
。

必
ず
し
も
新
し
い
理
論
を
用
い
る
必
要
は
な
い

が
、
次
号
以
降
も
多
く
の
人
々
に
興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
、
他
の
編
集
委
員
の
方
々
と

努
力
し
て
内
容
を
練
っ
て
い
き
た
い
。（
藤
原
）

　

第
八
号
編
集
委
員
／
安
藤
陽
平
・
坂
堅
太
・
佐
藤

貴
之
・
開
信
介
・
藤
原
崇
雅
（
編
集
長
）・
和
田
崇
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を
受
け
る
。

役
員

第
八
条
（
役
員
）　

　

第
四
条
の
各
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
次
の
役
員

を
お
く
。

　

代
表
幹
事　
　

一
名　
　

　

常
任
幹
事　
　

若
干
名　
　

　

編
集
委
員　
　

若
干
名　
　

　

研
究
会
幹
事　

一
名

　

会
計
担
当　
　

一
名
（
二
〇
一
四
年
八
月
三
十
一

日
総
会
に
よ
り
追
加
）

　

監
査　
　
　
　

二
名

第
九
条
（
役
員
の
任
期
）　

　

役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
研
究
会
幹
事

は
研
究
発
表
会
ご
と
に
改
選
す
る
。
重
任
お
よ
び
兼

任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
監
査
の
兼
任
は
認
め
な
い
。

第
一
〇
条
（
役
員
の
選
出
）　

　

役
員
は
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。

総
会

第
一
一
条
（
総
会
）　

　

総
会
は
年
一
回
開
催
し
、
当
該
年
度
の
事
業
お
よ

び
翌
年
度
の
事
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
決

定
す
る
。
議
事
は
、
総
会
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意

を
も
っ
て
決
定
す
る
。
但
し
必
要
に
応
じ
て
代
表
幹

事
は
臨
時
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
計

第
一
二
条
（
経
費
）　

　

本
会
の
経
費
は
会
費
・
投
稿
料
・
寄
付
金
・
そ
の

他
の
収
入
に
よ
る
。

第
一
三
条
（
会
計
報
告
）　

　

会
計
報
告
は
総
会
に
お
い
て
行
う
。

第
一
四
条
（
会
計
年
度
）　

　

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、

翌
年
三
月
末
日
に
終
わ
る
。

会
則
の
変
更

第
一
五
条
（
会
則
の
変
更
）　

　

会
則
の
変
更
は
総
会
に
お
い
て
行
い
、
出
席
者
の

過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
改
正
が
で
き
る
。

設
立
年
月
日

第
一
六
条
（
設
立
年
月
日
）　

　

本
会
の
設
立
年
月
日
を
平
成
二
二
年
六
月
一
日
と

す
る
。

付
則
（
略
）　

一　

会
費
は
年
額
二
〇
〇
〇
円
と
す
る
。

二　

維
持
会
費
は
二
〇
〇
〇
円
（
一
口
）
と
し
て
随

時
受
け
付
け
る
。

二　

会
費
滞
納
者
に
は
機
関
誌
の
配
布
を
行
わ
な

い
。
ま
た
会
費
を
つ
づ
け
て
二
年
分
滞
納
し
た
場

合
は
、
原
則
と
し
て
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
。

三　

機
関
誌
に
原
稿
掲
載
す
る
場
合
は
投
稿
要
領
に

定
め
る
投
稿
料
を
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
。

四　

定
期
総
会
は
当
該
年
度
最
初
の
研
究
会
終
了
後

に
開
催
す
る
こ
と
と
す
る
。

［
こ
の
会
則
は
二
〇
一
三
年
九
月
一
日
よ
り
施
行
す

る
］

［
二
〇
一
四
年
八
月
三
十
一
日
総
会
に
よ
り
一
部
改

訂
］

占
領
開
拓
期
文
化
研
究
会
会
則

総
則

第
一
条
（
会
の
名
称
）

　

本
会
は
占
領
開
拓
期
文
化
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条
（
会
の
本
部
）

　

本
会
の
所
在
地
を
以
下
に
置
く
。

〒
五
七
七-

〇
八
一
三　

大
阪
府
東
大
阪
市
新
上

小
阪
二
二
八-

三　

Ｅ
キ
ャ
ン
パ
ス
Ａ
館　

近
畿

大
学
文
芸
学
部　

泉
谷
瞬
研
究
室
内

第
三
条
（
会
の
目
的
）　

　

本
会
は
昭
和
期
を
中
心
と
し
た
近
現
代
日
本
と
そ

の
周
辺
地
域
の
占
領
と
開
拓
に
関
わ
る
芸
術
・
文
化

の
研
究
を
目
的
と
す
る
。
（
二
〇
一
九
年
九
月
十
五

日
総
会
に
よ
り
改
正
）
。

第
四
条
（
会
の
事
業
）　

　

本
会
は
第
三
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
次
の
事

業
を
行
う
。

　

一
、
研
究
発
表
会
の
開
催
。

　

二
、
機
関
誌
の
刊
行
。

　

三
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
。

会
員

第
五
条
（
会
員
の
資
格
）　

　

本
会
は
第
三
条
の
目
的
に
賛
同
す
る
個
人
お
よ
び

団
体
の
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

第
六
条
（
会
費
の
納
入
）　

　

会
員
は
付
則
に
定
め
る
会
費
を
負
担
す
る
も
の
と

す
る
。

第
七
条
（
会
員
の
活
動
）　

　

会
員
は
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、
機
関
誌
の
配
布
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